
JP 6309675 B1 2018.4.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２本の索体の索体端部間の連結及び取り外しをするための緊急取り外し金具であって、
　一端側に備えられる、一方の索体の索体端部に取り付けられ、当該一方の索体の索体端
部からの脱落を防止するための取付・脱落防止部と、
　他端側に備えられる、他方の索体の索体端部を連結するための連結部であって、前記索
体端部とスライドして係合するスライド係合部と、前記スライドを制限するスライド制限
部材と、を有する連結・取り外し部と、
　第一プレート部材と、
　第二プレート部材と、を備え、
　前記一方の索体の索体端部に取り付けられる環状部材に挿通され、前記第一プレート部
材と第二プレート部材の一端側を接続する接続部材によって、前記取付・脱落防止部が構
成され、前記第二プレート部材に前記接続部材が固定されており、前記接続部材に対して
前記第一プレート部材が、回動可能に設けられていることを特徴とする緊急取り外し金具
。
【請求項２】
　前記取付・脱落防止部が、前記一方の索体の索体端部に対して揺動する揺動機構を備え
ることを特徴とする請求項１に記載の緊急取り外し金具。
【請求項３】
　前記他方の索体の索体端部に取り付けられる環状部材と、当該環状部材に挿通される引
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き留め部材と、によって前記スライド係合部が構成されることを特徴とする請求項１又は
２に記載の緊急取り外し金具。
【請求項４】
　前記第一プレート部材に、前記引き留め部材を挿通する挿通孔が形成され、当該挿通孔
を挿通して突出した前記引き留め部材の先端部に前記スライド制限部材が取り付けられた
ことを特徴とする請求項３に記載の緊急取り外し金具。
【請求項５】
　前記第一プレート部材が、前記接続部材を軸とした方向に回動可能若しくは前記接続部
材と直交する軸に対して回動可能に設けられていることを特徴とする請求項１から４の何
れかに記載の緊急取り外し金具。
【請求項６】
　前記他方の索体の索体端部に取り付けられる環状部材と、
　前記第二プレート部材に固定され、環状部材に挿通される引き留め部材と、
　によって前記スライド係合部が構成されることを特徴とする請求項１から５の何れかに
記載の緊急取り外し金具。
【請求項７】
　２本の索体の索体端部間の連結及び取り外しをするための緊急取り外し金具であって、
　一端側に備えられる、一方の索体の索体端部に取り付けられ、当該一方の索体の索体端
部からの脱落を防止するための取付・脱落防止部と、
　他端側に備えられる、他方の索体の索体端部を連結するための連結部であって、前記索
体端部とスライドして係合するスライド係合部と、前記スライドを制限するスライド制限
部材と、を有する連結・取り外し部と、
　第一プレート部材と、
　第二プレート部材と、を備え、
　前記一方の索体の索体端部に取り付けられる環状部材に挿通され、前記第一プレート部
材と第二プレート部材の一端側を接続する接続部材によって、前記取付・脱落防止部が構
成され、
　前記他方の索体の索体端部に取り付けられる環状部材と、
　前記第二プレート部材に固定され、環状部材に挿通される引き留め部材と、
　によって前記スライド係合部が構成されることを特徴とする緊急取り外し金具。
【請求項８】
　前記スライド制限部材の脱落を防止するスライド制限部材脱落防止部材を備えることを
特徴とする請求項１から７の何れかに記載の緊急取り外し金具。
【請求項９】
　ターンバックルを備えることを特徴とする請求項１から８の何れかに記載の緊急取り外
し金具。
【請求項１０】
　請求項１から９の何れかに記載の緊急取り外し金具を備えることを特徴とするワイヤロ
ープ式防護柵。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２本の索体の索体端部間の連結及び取り外しをするための緊急取り外し金具
及びこれを使用したワイヤロープ式防護柵に関する。
【背景技術】
【０００２】
　２本の索体の索体端部間を連結し、その張力を調節するための金具として、ターンバッ
クルが広く用いられている。
　当該ターンバックルに関する技術が特許文献１によって開示されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－２９６２９６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ターンバックルは、シンプルな構造で張力調節をすることができる優れた部材であるが
、ネジでボルトを締める構造に基づくものであるため、取り外しの作業性の面では良好な
ものとは言えない。
　例えば、高速道路等において使用されるワイヤロープ式防護柵において、車両衝突時の
事故処理等のためにワイヤロープ式防護柵の一部を素早く開放する必要がある。このよう
な場合において、ターンバックルによってワイヤロープ式防護柵を開放（ワイヤロープの
連結の解除を）しようとすると、共廻りを押さえる等の人員が必要となるため、その作業
に３名以上必要となり、作業時間も要するものであった。
　事故処理及びその復旧には、迅速性が求められると共に、その作業の安全性も求められ
ている。
【０００５】
　本発明は、上記の点に鑑み、２本の索体の索体端部間の連結および取り外しをするため
の緊急取り外し金具であって、作業に要する人員は１名で、容易かつ素早く連結を解除す
ることができ、作業の安全性にも配慮された緊急取り外し金具及びこれを用いたワイヤロ
ープ式防護柵を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
（構成１）
　２本の索体の索体端部間の連結および取り外しをするための緊急取り外し金具であって
、一端側に、一方の索体の索体端部に取り付けられ、当該一方の索体の索体端部からの脱
落を防止するための取付・脱落防止部を備え、他端側に、他方の索体の索体端部を連結す
るための連結部であって、前記索体端部とスライドして係合するスライド係合部と、前記
スライドを制限するスライド制限部材と、を有する連結・取り外し部を備えることを特徴
とする緊急取り外し金具。
【０００７】
（構成２）
　前記取付・脱落防止部が、前記一方の索体の索体端部に対して揺動する揺動機構を備え
ることを特徴とする構成１に記載の緊急取り外し金具。
【０００８】
（構成３）
　前記他方の索体の索体端部に取り付けられる環状部材と、当該環状部材に挿通される引
き留め部材と、によって前記スライド係合部が構成されることを特徴とする構成１又は２
に記載の緊急取り外し金具。
【０００９】
（構成４）
　第一プレート部材と、第二プレート部材とを備え、前記一方の索体の索体端部に取り付
けられる環状部材に挿通され、前記第一プレート部材と第二プレート部材の一端側を接続
する接続部材によって、前記取付・脱落防止部が構成されることを特徴とする構成１から
３の何れかに記載の緊急取り外し金具。
【００１０】
（構成５）
　前記第二プレート部材に前記接続部材が固定されており、前記接続部材に対して前記第
一プレート部材が、回動可能に設けられていることを特徴とする構成４に記載の緊急取り
外し金具。
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【００１１】
（構成６）
　前記第一プレート部材が、前記接続部材を軸とした方向に回動可能若しくは前記接続部
材と直交する軸に対して回動可能に設けられていることを特徴とする構成５に記載の緊急
取り外し金具。
【００１２】
（構成７）
　前記他方の索体の索体端部に取り付けられる環状部材と、前記第二プレート部材に固定
され、環状部材に挿通される引き留め部材と、によって前記スライド係合部が構成される
ことを特徴とする構成４から６の何れかに記載の緊急取り外し金具。
【００１３】
（構成８）
　前記第一プレート部材に、前記引き留め部材を挿通する挿通孔が形成され、当該挿通孔
を挿通して突出した前記引き留め部材の先端部に前記スライド制限部材が取り付けられた
ことを特徴とする構成４から７の何れかに記載の緊急取り外し金具。
【００１４】
（構成９）
　前記スライド制限部材の脱落を防止するスライド制限部材脱落防止部材を備えることを
特徴とする特徴とする構成１から８の何れかに記載の緊急取り外し金具。
【００１５】
（構成１０）
　ターンバックルを備えることを特徴とする構成１から９の何れかに記載の緊急取り外し
金具。
【００１６】
（構成１１）
　構成１から１０の何れかに記載の緊急取り外し金具を備えることを特徴とするワイヤロ
ープ式防護柵。
【００１７】
（構成１２）
　複数の索体が張られたワイヤロープ式防護柵であって、隣り合う索体間において、前記
緊急取り外し金具がオフセットして設けられていることを特徴とする構成１１に記載のワ
イヤロープ式防護柵。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の緊急取り外し金具及びこれを用いたワイヤロープ式防護柵によれば、スライド
制限部材を外してスライド係合部をスライドさせる（実際には張力がかかっており、部材
間に高い摩擦力が生じるため、ハンマ等で叩いてスライドさせる）ことで連結を解除する
ことができるため、作業に要する人員は１名で、容易かつ素早く連結を解除することがで
きる。なお且つ、取付・脱落防止部によって、索体端部からの脱落が防止されており、こ
れによって部材が飛散することが抑止されるため、安全性にも優れる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係る実施形態の緊急取り外し金具を示す図
【図２】実施形態の緊急取り外し金具を示す図
【図３】実施形態の緊急取り外し金具を使用したワイヤロープ式防護柵を示す図
【図４】実施形態の緊急取り外し金具の取り外し作業（ワイヤロープ式防護柵の開放）を
説明する図
【図５】従来のワイヤロープ式防護柵を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２０】
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　以下、本発明の実施態様について、図面を参照しながら具体的に説明する。なお、以下
の実施態様は、本発明を具体化する際の一形態であって、本発明をその範囲内に限定する
ものではない。
【００２１】
　図１、２は、本発明に係る実施形態の緊急取り外し金具を示す図であり、それぞれ、図
１（ａ）：上面図、図１（ｂ）：側面図（ただし、構造の理解の容易のため、第１プレー
ト部材１１１と第２プレート部材１１２については断面的に示している）、図１（ｃ）：
底面図、図２（ａ）：環状部材（ジョーボルト）と引き留め部材の係合部を示す上面図、
図２（ｂ）：連結の取り外し状態を示す側面図、である。
【００２２】
　本実施形態の緊急取り外し金具１は、２本の索体の索体端部間を連結しつつ、その取り
外しの作業性に優れた連結具であって、その基本的な構成として、
　一方の索体の索体端部に対して取り付けられ、当該一方の索体の索体端部からの脱落を
防止するための取付・脱落防止部１１と、
　他方の索体の索体端部を連結するための連結部であって、スライド係合部１２１と、ス
ライド係合部１２１のスライドを係止するスライド制限部材（リンチピン）１２２と、を
有する連結・取り外し部１２と、
を備える。
　連結・取り外し部１２のスライド係合部をスライドさせる（実際には張力がかかってお
り、部材間に高い摩擦力が生じるため、ハンマ等で叩いてスライドさせる）という簡便な
作業であり、作業員１名で迅速に取り外しができると共に、取付・脱落防止部１１によっ
て、索体からの脱落が防止されるため、取り外し作業時に部品が飛散するようなことがな
く、安全性にも優れるものである。
【００２３】
　本実施形態の緊急取り外し金具１は、図１、２に示されるように、第１プレート部材１
１１と第２プレート部材１１２の２枚のプレート部材を備え、これらの両端部において、
取付・脱落防止部１１と連結・取り外し部１２を備える。
　本実施形態では、連結する索体の索端金具としてジョーボルト（環状部材）を使用して
おり、一方の索体の索端金具であるジョーボルト１１４に取付・脱落防止部１１が取り付
けられ、他方の索体においても、ジョーボルト１２１２を使用して連結・取り外し部１２
が取り付けられる。
【００２４】
　取付・脱落防止部１１は、第１プレート部材１１１と、第２プレート部材１１２と、ジ
ョーボルト（環状部材）１１４に挿通され、第１プレート部材１１１と第２プレート部材
１１２を接続する接続部材１１３と、によって構成される。
　接続部材１１３は、基本態様が柱状の部材であり、下端側で第２プレート部材１１２に
対して固定され、上端側に留め部材１１３１を備える。なお、第２プレート部材１１２へ
の接続部材１１３の固定は、補強材ＲＰを第２プレート部材１１２の両面側に設けつつそ
れらに貫通させて接続部材１１３を配し、これらの部材を相互に溶接することによって行
う。
　留め部材１１３１は、ボルト１１３２によって着脱可能に設けられるものであり、本実
施形態では、側面視が半円状の部材である。
　第２プレート部材１１２に固定されている接続部材１１３を、ジョーボルト（環状部材
）１１４に挿通し、さらに第１プレート部材１１１に形成されている挿通孔１１１ｈ１に
も挿通した上で、接続部材１１３の上端部に留め部材１１３１を取り付けることにより、
一方の索体に対して緊急取り外し金具１が取り付けられる。
　第１プレート部材１１１に形成されている挿通孔１１１ｈ１は、接続部材１１３を挿通
可能であり、且つ、留め部材１１３１は挿通不能となるように形成されている。
　また、挿通孔１１１ｈ１は、第１プレート部材１１１が、水平方向及び垂直方向に回動
可能なように、接続部材１１３を遊嵌する。即ち、第１プレート部材１１１は、接続部材
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１１３を軸とした方向（水平方向）に回動可能であり、且つ、接続部材１１３と直交する
軸に対して（垂直方向）にも回動可能である。接続部材１１３が、側面視において半円状
の形状をしていることにより、垂直方向の回動がスムースに行えるものである。
　また、取付・脱落防止部１１は、ジョーボルト（環状部材）１１４に接続部材１１３が
遊嵌されるものであり、これにより、緊急取り外し金具１は、索体端部に対して揺動可能
である（揺動機構を備える）。索体端部に対して緊急取り外し金具１が揺動可能とされる
ことにより、連結作業時の作業性が向上されるものである。
【００２５】
　連結・取り外し部１２は、スライド係合部１２１と、スライド係合部１２１のスライド
を係止するリンチピン（スライド制限部材）１２２と、によって構成される。
　スライド係合部１２１は、ジョーボルト（環状部材）１２１２と、ジョーボルト１２１
２に挿通される引き留め部材１２１１と、によって構成される。
　引き留め部材１２１１は、基本態様が柱状（本実施形態では四角柱）の部材であり、下
端側で第２プレート部材１１２に対して固定され、上端側にリンチピン１２２を挿通する
孔を備える。なお、第２プレート部材１１２への引き留め部材１２１１の固定は、補強材
ＲＰを第２プレート部材１１２の両面側に設けつつそれらに貫通させて引き留め部材１２
１１を配し、これらの部材を相互に溶接することによって行う。
　第２プレート部材１１２に固定されている引き留め部材１２１１を、ジョーボルト（環
状部材）１２１２に挿通し、さらに第１プレート部材１１１に形成されている挿通孔１１
１ｈ２にも挿通した上で、ワッシャーＷ（座金）を取り付け、引き留め部材１２１１の上
端部のリンチピン１２２を取り付けることにより、他方の索体に対して緊急取り外し金具
１が取り付けられる。
　第１プレート部材１１１に形成されている挿通孔１１１ｈ２は、引き留め部材１２１１
を挿通可能であり、且つ、リンチピン１２２若しくはワッシャーＷは挿通不能となるよう
に形成されている。
　なお、リンチピン１２２は、そのつまみリング１２２１に、ワイヤー１３１が取り付け
られ、当該ワイヤー１３１はネジ１３２によって第１プレート部材１１１に取り付けられ
ている。これにより、リンチピン１２２の脱落や紛失が予防される（ワイヤー１３１とネ
ジ１３２によってスライド制限部材脱落防止部材が構成される）。
【００２６】
　以上のごとく、本実施形態の緊急取り外し金具１は、第２プレート部材１１２の両端に
柱状の接続部材１１３及び引き留め部材１２１１が固定されることで、側面視でコ字型の
部材が構成されており、当該コ字型の両端部を、索体の環状の端末金具（本実施形態では
ジョーボルト）に通し、第１プレート部材１１１によってコ字型の開口部を塞ぐ（ロ字型
にする）ことで、索体を連結しているものである。
　そして、一方の索体に対しては、上述した取付・脱落防止部１１によって、脱落しない
ように取り付けられると共に、他方の索体に対しては、連結・取り外し部１２によって、
取り外し容易に取り付けられるものである。
【００２７】
　次に、本実施形態の緊急取り外し金具１を使用したワイヤロープ式防護柵における、ワ
イヤロープ式防護柵を開放（ワイヤロープの連結を解除）する作業について説明する。
【００２８】
　図３は、本実施形態の緊急取り外し金具１を使用したワイヤロープ式防護柵２の外観（
緊急取り外し金具１を使用した連結部分）を示す図であり、図４は、連結部分の取り外し
作業（１本分）を説明するための図である。
　作業１
　図４（ａ）に示されるように、先ず、リンチピン１２２を引き留め部材１２１１から抜
く。
　作業２
　次に、図４（ｂ）に示されるように、第１プレート部材１１１を、垂直及び水平方向に
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回動させて引き留め部材１２１１から外してずらす。
　作業３
　最期に、図４（ｃ）に示されるように、ハンマで引き留め部材１２１１を叩いてスライ
ドさせてジョーボルト（環状部材）１２１２から抜く（なお、引き留め部材１２１１に替
えて、第２プレート部材１１２をハンマで叩いてもよい）。
　このように、非常に簡便な３ステップの作業で、連結部分の取り外しができる。
【００２９】
　以上のごとく、本実施形態の緊急取り外し金具１によれば、一人の作業者のみによって
容易かつ素早く連結を解除することができる。
　図５に示したような、従前のワイヤロープ式防護柵２００において、ターンバックルの
取り外しによって、ワイヤロープ式防護柵を開放しようとした場合、固く締まっているタ
ーンバックルを回して外す必要があり、時間がかかってしまうと共に、共廻りを押さえる
ための人員が必要となるため、事故処理等の際に求められる迅速性に十分に応えられるも
のではなかった。
　これに対し、本実施形態の緊急取り外し金具１によれば、一人の作業者のみによって容
易かつ素早く連結を解除することができ、迅速に事故処理及びその復旧にあたることがで
きる。
　なお且つ、取付・脱落防止部によって、索体端部からの脱落が防止されており、これに
よって部材が飛散することが抑止されるため、安全性にも優れる。即ち、高い張力で張ら
れたワイヤロープ２１において、ハンマで叩いて瞬間的に連結を解除するものであるため
、連結解除の瞬間には少し部材が暴れるおそれもあるが、本実施形態の緊急取り外し金具
１によれば、取付・脱落防止部１１によって各部材の脱落が防止されているため、各部材
が飛散することが抑止され、安全性にも優れているものである。
【００３０】
　また、本実施形態の緊急取り外し金具１を使用したワイヤロープ式防護柵２は、図３に
示されるように、隣り合う索体間において、緊急取り外し金具１がオフセットして設けら
れているため、取り外し作業等の作業性がよい。
　即ち、図３に示されるように緊急取り外し金具１が互い違いに配置されるため、隣り合
うワイヤロープ２１において緊急取り外し金具１が上下に重なっておらず、相互に邪魔に
なり難いため、第１プレート部材１１１の取り外し作業や、ハンマで叩く作業がやり易い
。また、複数人でそれぞれの緊急取り外し金具の取り外し作業を同時に行う際にも、作業
者が重ならずに作業することが可能となる（より迅速にワイヤロープ式防護柵を開放でき
る）。ここでは、ワイヤロープ１本おきに緊急取り外し金具１が互い違いとなるものを例
としたが、上下方向の取り付け位置が全て異なるようなものであっても構わない。
【００３１】
　なお、本実施形態の緊急取り外し金具１を使用したワイヤロープ式防護柵２において、
ワイヤロープに張力を与えるための手段として、ターンバックルを別途設けるものであっ
てよい。
　または、緊急取り外し金具１とターンバックルを一体的に構成してもよい。例えば、左
右何れかのジョーボルト部分にターンバックルを構成する等である（なお、本実施形態の
緊急取り外し金具１において、両側のジョーボルトのネジを逆ネジとすることにより、緊
急取り外し金具１を回転させることによるジョーボルトの回転によって、ターンバックル
と同様の機構とすることも可能である）。
【００３２】
　本実施形態では、２枚のプレート（第１プレート部材１１１、第２プレート部材１１２
）によって、索体端部を両側から挟みこむような構成（ロ字型）としたが、これに限るも
のではない。例えば、強度に問題がなければ、第１プレート部材１１１を用いずに、コ字
型とするものであってもよい（接続部材１１３及び引き留め部材１２１１がそれぞれのジ
ョーボルトから抜けないように、上端部にスライド制限部材（留め部材やリンチピン）を
構成すればよい）。
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　本発明の基本的な技術思想は、
「２本の索体の索体端部間を連結しつつ、その取り外しの作業性に優れた連結具であって
、
　一方の索体の索体端部に対して取り付けられ、当該一方の索体の索体端部からの脱落を
防止するための取付・脱落防止部と、
　他方の索体の索体端部を連結するための連結部であって、スライド係合部と、スライド
係合部のスライドを係止するスライド制限部材と、を有する連結・取り外し部と、を備え
る。」
というものであり、この思想に基づくものであれば、各部材の具体的な形状等は、実施形
態に縛られることなく、適宜決定すればよいものである。
【００３３】
　本実施形態では、索体の環状の端末金具として、ジョーボルトを例としているが、これ
に限るものではない。例えば、アイボルトを用いるものや、索体の端末をアイ加工したも
の等であってよい。
【符号の説明】
【００３４】
　１．．．緊急取り外し金具
　　１１．．．取付・脱落防止部
　　　１１１．．．第１プレート部材
　　　１１２．．．第２プレート部材
　　　１１３．．．接続部材
　　　１１４．．．ジョーボルト（環状部材）
　　　１１．．． 
　　１２．．．連結・取り外し部
　　　１２１．．．スライド係合部
　　　　１２１１．．．引き留め部材
　　　　１２１２．．．ジョーボルト（環状部材）
　　　１２２．．．リンチピン（スライド制限部材）
　２．．．ワイヤロープ式防護柵
【要約】
【課題】２本の索体の索体端部間の連結および取り外しをするための緊急取り外し金具で
あって、容易かつ素早く連結を解除することができ、作業の安全性にも配慮された緊急取
り外し金具及びこれを用いたワイヤロープ式防護柵の提供。
【解決手段】一端側に、一方の索体の索体端部に取り付けられ、当該一方の索体の索体端
部からの脱落を防止するための取付・脱落防止部を備え、他端側に、他方の索体の索体端
部を連結するための連結部であって、スライド係合部１２１と、スライド係合部１２１の
スライドを係止するスライド制限部材１２２と、を有する連結・取り外し部を備えること
を特徴とする緊急取り外し金具。
【選択図】図４
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